
姫路市立姫路高等学校ＰＴＡ慶弔規程

（平成２５年４月１日改正）

第１条 本規程は、姫路市立姫路高等学校ＰＴＡ会則（以下「会則」という。）第１０

条に定める会員及び姫路市立姫路高等学校生徒（以下「生徒」という。）に係る

慶弔等についての基準を定める。

第２条 会員及び生徒に慶弔等発生した際には、別表に基づき対応する。

２　対応に係る経費はＰＴＡ会計（慶弔費）より支出する。

３　一切の返礼は受領しないものとする。

第３条 本規程に定められていない場合の事案については、会則第１９条に定める委員

会で協議し決定する。

第４条 本規程の改廃は委員会において行う。

（別表）

 本人の死亡

 子女（生徒）の死亡

 本人の死亡

 配偶者の死亡

 父母・子女の死亡

 本人の結婚

 本人の出産

 本人の転退職

 本人の病欠（３週間以上）

生徒  全国大会出場時

なし
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供花、ご香料１０，０００円

供花、ご香料１０，０００円

供花

なし

なし

なし

なし

なし


